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次 第：１ 開会 

    ２ 議題 

      ⑴ 平成２３年度財務諸表について 
      ⑵ 平成２３年度業務実績報告について 

    ３ その他 

    ４ 閉会 
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議事要旨： 

【１ 開 会】 

  ・ 定足数の確認 

 

【２ 議 題】 

⑴ 平成２３年度財務諸表について 

・ 事務局から，資料１に基づき説明を行った。 

・ 以下，各委員の質問・意見など 

○委員長： それでは，先週に引き続きまして本日の議事に入ります。まず，市長が法人の 
財務諸表を承認する際の当委員会の意見でございます。前回，特に申し入れるべ 
き意見はない旨ご確認いただきました。事務局から資料１のとおり案が示されて 
おります。資料１でございます。前回確認した内容が文章になっておりますもの 
ですから，これでよろしいかお諮りいたします。いかがでございますでしょうか。 

  ○各委員： 異議なし 
○委員長： ありがとうございます。それでは，財務諸表については，特に意見はないとい 

うことで市長に報告提出いたします。 
 

⑵ 平成２３年度業務実績報告について 

・ 事務局から議論の進め方について，説明を行った。 

○事務局： 資料２をご覧いただけますでしょうか。資料２が評価結果の報告書の案でござ 
います。１枚めくっていただきまして，目次がございます。上から順番に全体評 
価，それから大項目評価，そして小項目評価という構成になってございます。た 
だ，本日の審議の手順はこの逆でございまして，まず，小項目評価について確定 
をいただきます。その後，その結果を踏まえまして大項目評価の確定をいただき 
たいと思います。そして最後に，全体評価の確定をお願いしたいというふうに思 
います。それではまず，小項目評価の進め方なんですけれども，９ページをご覧 
いただけますでしょうか。資料２の９ページでございます。こちらは前回ご審議 
いただきました法人の業務実績評価報告書でございます。法人の自己評価に関し 
ましては全く変わっておりません。異なりますのは，例えばでございますが，11 

ページをご覧いただけますでしょうか。網かけになっている部分がございます。 
こちらは前回の委員会でご質問ですとか，あるいはご意見をいただきました項目 
につきまして，ご意見・ご質問の要旨と，それから法人が説明した内容の要旨を 
書き加えさせていただいております。本日は限られた時間でご審議をいただく必 
要がございますので，あらかじめ委員長と相談させていただきました結果，まず 
は前回，各委員からご意見・ご質問のありました項目を中心に，委員長のほうで 
セレクトをしていただいた主要項目，13項目ございますが，これらについて法人 
の自己評価と異なる評価をすべきかどうか，この点について，まずは一つ一つご 
審議をいただいて評価を確定していただきたいというふうに思っております。そ 
の後ですが，セレクトされた１３項目以外の項目につきまして，法人の自己評価 
と異なる評価とすべきものがあるのかどうかご確認いただきまして，全体での小 
項目評価を確定願いたいというふうに思っております。なお，資料３でございま 
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すけれども，カラー刷りのページでございます。こちらのほうは項目一覧でござ 
いまして，セレクトされた13項目につきましては，太字のゴチックで入れてござ 
います。審議に当たりまして必要に応じてご参照いただければというふうに思い 
ます。続きまして，大項目の手順について説明させていただきます。資料の３ペ 
ージをごらんいただけますでしょうか。資料２の３ページでございます。大項目 
につきましては全部で４つございまして，前回，小項目評価が確定しませんでし 
たので，現段階ではすべて空欄にさせていただいております。小項目評価が確定 
しましたら，若干休憩をとらせていただきたいと思います。その間に事務局のほ 
うで確定いただいた小項目の評価結果をもとに，前回ご承認いただいた実施要領 
の手順に基づきまして大項目評価の案を作成させていただきます。その結果を文 
章にしたいと思いますが，スクリーンをおろしまして，投影させていただきます。 
そのスクリーンをご覧いただきながら大項目評価についてご審議をいただきたい 
と思っております。お決めいただきたいのは，この３ページで申しますと（１） 
の評価結果でございます。こちらのほうをその下にございます１から５までの評 
価結果一覧にするのかをご確定いただきたいというふうに思っております。その 
下の判断理由の欄でございますけれども，こちらのほうは各大項目評価のさらに 
は意見，そういったものを踏まえまして，別途委員長ともご相談の上，文案を作 
成させていただきまして，後日各委員の皆様にご確認をいただくという形にさせ 
ていただきたいと思います。続きまして，左の欄の２ページをご覧いただけます 
でしょうか。大項目評価が終わりましたら，次が全体評価となります。２ページ 
で申しますと，中ほどの２の大項目評価の結果でございます。右側網かけにして 
おりますが，こちらに入りますのは大項目評価の結果でございます。その下に参 
考で大項目評価基準というのを入れさせていただいておりますが，網かけのとこ 
ろ１から５までの評価と，それから同様に１から５までの評定といいますか，コ 
メントを自動的に書き入れることになります。その上で，１の評価結果（総括） 
とある部分ですけれども，大項目の評価結果を踏まえまして，全体としてどれぐ 
らいの進捗状況にあるのかということについて御意見を賜りたいというふうに思 
います。評価結果（総括）につきましては，その際に出されました意見などを踏 
まえまして，また文案につきましては，別途委員長と協議させていただいた上で 
作成し，後日各委員の皆様にご確認いただくという手順にしたいというふうに思 
っております。 

・ 小項目評価に係る議論 

  ○委員長： まず，それでは，小項目の審議から入りたいと思います。前回ご意見いただき，     
あるいはご質問いただいた部分を中心に議論をさせていただくと，こういうふう 
に考えております。よろしくお願いいたします。 

  ○事務局： それでは，恐縮ですが，資料の11ページをご覧いただけますでしょうか。まず， 
救急医療についてご審議いただきたいと思います。 

○委員長： 前回，Ｂ委員から受入れ率が目標に達しなかった理由はなぜかということをご 
質問いただきました。それについて法人側の説明がございまして，経営比率が目 
標に達しなかった理由をご説明いただいたわけですが，積極的に取り組んでいき 
たいということでございまして，ここに書いてある文面のとおりになっておりま 
す。自己評価ではＢということでございまして，これでよろしゅうございますで 
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しょうか。 
  ○Ｂ委員： 数が急速に増えておりまして，受入れ率が下がるというのは，これはもう当然 

だと思いますんで，今後に向けて調整されておりますので，救急というのは何か 
選べないといいますか，そういう状況もありますので，なかなか受入れ人数と受 
入れ率はすごく難しい関係にあると思いますので，それだけ数が増えているとい 
うことは機能が向上しているということでもありますし，今後に向けてのことも 
ございますので，このままでいいのではないかと思います。 

○委員長： はい，ありがとうございます。それでは，Ｂということでよろしゅうございま 
すでしょうか。 

○各委員： 異議なし 
○委員長： では，Ｂで確定させていただきます。ありがとうございます。その次でござい 

ます。 
○事務局： 13ページから20ページの高度専門医療についてでございます。 
○委員長： ここの点に関しましては，前回Ｃ委員から高度急性期医療を担うべき市立病院 

としては，これらの一つの指標となる入院の単価が余り上がっていないというご 
意見をいただきましたけれども，高度医療の取り組みは従来と比べ変わってきて 
いるのか，こういうご質問でございました。これに対しましては，ここの下のと 
ころにございますように，法人側からは，高度専門医療については，年度計画に 
掲げる多くの項目を達成したものの，地域の中核病院として高度医療を必要とす 
る患者の受け入れ態勢づくりについては現在進めている新館整備に合わせ，医療 
体制の構築，人材育成を図る中でさらに進める必要があると認識している。入院 
単価については，内科系の患者が多いことや，現在，平均在院日数がほかの大規 
模な病院と比べて２日ほど長いという点もあり，いわゆる500床以上の急性期病院 
の中では診療単価が低い。救急を含め，外科系にもう少し力を入れることが必要 
と考えているというふうな答えをいただきました。法人のご説明を反映してとい 
いますか，このご説明の中での結論として自己評価ではＢということでございま 
す。Ｃ委員，この評価でよろしゅうございますでしょうか。 

○Ｃ委員： 京都市立病院はほかの民間病院とこう違うんだというところを見せてほしいん

ですよね。この平均単価というのは，民間の５段階に分けると４段階ぐらいのレ

ベル，上から２番目のレベルぐらいの点数なんですよ。例えば，ほかに第一日赤，

国立医療センターですね，京大とか，府立医大病院はまだですけども，ほかの３

病院の単価と比べると数万の差があるわけですけど，やはりほかの周囲の私立病

院みたいな医療内容だと市立病院の存在というのはないわけですから，そこをち

ょっと頑張っていただいて，単価を上げることが目的じゃなくて，医療の機能を

高めれば単価は自然と上がるんですよね，そういう診療報酬制度になっています

から。ここに書かれているように，今度の診療報酬改正でも手術の点数が，難易

度の高いものは５割から３割上がっているんですよね。そういう国の思いは難し

い手術を京都市立病院等でやってほしいということがあります。私は，これちょ

っとＣぐらいでいいんじゃないかと思います。 
○Ｅ委員： 今後の計画の中にいろんな精密機械が入ってくるような計画があり，24年度に 

新館が完成する，そういう希望がすごくあるような気がして。やっぱり外科的な 
ものとか，がんに対する治療を今後重視していただけるのですね。内科的なもの 
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はできるだけ地域の医療機関にやっていただくというようなシステムに将来なる 
のかなというふうな期待を持ちながら，私はＢでいいのかなと思います。ただ， 
全国の統計なんかで見ると，やっぱり先生おっしゃったように，大変単価が低く 
て，利用するほうにはいいのかなという部分はありますけれども，やっぱり将来 
を考えたときに何か特徴のある病院として市民に開かれるほうがいいのかなとい 
う気はしております。 

○Ｃ委員： 将来の構想ですけど，救急室の拡充等も図っておられますが，３次救命救急セ 
ンターの指定はまだ得られてないんですかね，それとか，例えば心臓・脳・血管 
病センターといいながら心臓外科がないとなると内容が伴わないというのがほか 
の医療機関から，あるいは医師から見た思いだろうと思うんですね。だから，心 
臓・脳・血管病センターというからには心臓外科もやってほしいという思いがあ 
ります。将来の予想から見てもあまり単価が上がりそうにないというのが私たち 
の思いです。 

○委員長： ほかの委員さん，いかがでしょうか。 
○Ｄ委員： 前回も思ったんですけど，ここの高度専門医療というのは内容がかなり盛りだ 

くさんですよね。ほかの例えば救命とか周産期という枠組みはそんなにないんで 
すけれども，ここの中身はいろいろなものがたくさん盛り込まれているので，い 
いものもあるし，そうでないものもあって，その中で評価を１つにするというの 
はかなり難しいのかなと思いましたが，診療単価とか，手術件数とか，紹介率と 
か，このあたりも含めて一応23年度の年度目標は達成しているので，私はＢでい 
いのかなと思います。 

○委員長： Ｂ委員，いかかでしょうか。 
○Ｂ委員： 僕も数字の目標は達成してると思いますし，地域連携の拠点支援病院としての 

紹介，逆紹介などといったものは高度医療するうえでは基本的重要なことであり 
まして，患者さんの連携という意味では非常に重要かなと思いますので，基本的 
な事項がまず初年度には達成できているということもありますので，これから医 
療の内容を充実されていくということの礎といいますか，そういった部分はでき 
ているのではないかと思いますので，私は数値的なものも含めてＢ評価でいいの 
ではないかなと思います。 

○委員長： Ａ委員はいかがですか。 
○Ｅ委員： 定性的なところでちょっとわかりにくい部分があるんですけども，定量的に見 

たときには今回にあげていた数値というのは，ほぼ達成してるというところもあ 
りますので，そのあたりでしかちょっと判断しようがないんですが，その部分で 
いけば私はもうＢのままでもいいのかなというふうには思います。 

○委員長： 一通り委員の皆様方のご意見を伺いましたんですけども，どうでしょう。いか 
がでございましょうか，Ｃ委員。来年度以降に宿題を残すということで，来年度 
以降の活躍に期待しながら，ここはひとまずＢということで。 

○Ｃ委員： はい。例えば，手術件数というやつですね，これも，片や京大病院なんかは年    
１万件やっているわけですよね。ある病院は同じ規模で年間７千件やっている京 
大はちょっと規模が違いますけども。だから，目標は達していると思います。だ 
けど，もっと高い目標を持ってほしいという思いはあります。今回Ｂでいいです 
けど，将来もっと高い目標を持ってほしいと思います。 
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○委員長： というご意見でございますので，その点に関してはきちんと議事に残していた 
だきまして，来年度以降の活躍に期待するということで自己評価のＢ，これを我々 
もＢでよろしいと決めさせていただきましたけども，どうぞよろしくお願いいた 
します。ありがとうございます。 

○事務局： それでは続きまして，26ページでございます。介護サービスの提供についてお 
願いいたします。 

○委員長： 26ページは先週，Ｄ委員からいただきました通所リハビリテーションに係る数 
値目標が1,200名とあり，達成状況は約600件である。この数値目標は半年分の目 
標数値ということでよいか。これに対して法人側の説明は，通所リハビリテーシ 
ョンは中期計画における平成26年度最終年度の目標値を2,400人としており，平成 
23年度計画では10月開始としたため，この半分である1,200人を目標とした。最初 
からフル稼働を想定していた数字であるが，現実に運用をスタートしたところ， 
当初はなかなか埋まり切らず，立ち上がりが遅れたものの，徐々に利用者が増え 
てきた。現時点では１日10人程度という目標水準まで達している。こういうこと 
で，自己評価がＢでございます。このＢに関していかがでございましょうか。こ 
のままでよろしいか，もしくは別の評価でいいかということでお諮りしようと思 
いますが，すみません，原案はＢということでございます。よろしゅうございま 
すでしょうか。Ｄ委員，いかがでしょうか。 

○Ｄ委員： ほかのところはＡをあげてもいいような状況ですけれども，ここは数値目標と 
しては通所リハビリテーションが半分，それから訪問看護件数もちょっと目標値 
を170件近く下回っているということもあり，Ｂでどうかなという，Ｂクエスチョ 
ンという感じはします。もうちょっと下がるかなという気もいたしました。 

○委員長： それではまた，お一方ずつご意見をいただきたいと思いますが，まず，Ｃ委員 
はいかがでしょうか。 

○Ｃ委員： 長い目で見れば，かなり目標を上回るようなペースでありますので，Ｂでいい 
と思います。 

○委員長： Ｂ委員，お願いします。 
○Ｂ委員： 通所リハは最初からいきなり定員埋まるということはまずないと思うんですね。 

ただ，地域に利用するニーズがあるのかないのか，この数字がですね。ニーズは 
あるけども，受け入れ側の体制で利用者が少ないのか，それともなかなかそうい 
うニーズを持った人がその地域におられなくてこういう数字になってるかによっ 
て今後数がどうなるか。増えていくのか，そのままでいくのか，大分大きな分か 
れ目だと思うんですが，その辺は受け入れ側の要素か，ニーズかどっちが大きい 
んでしょうか。 

○委員長： じゃ，お答えをお願いします。 
○法 人： 前回もご説明いたしましたけれども，まず，住民の方に対して周知，この認知 

度が当初は上がらなかったということ，ちなみにでございますけれども，10月の 
実績が10名でございます。それが12月には117名，それから３月には168名という 
ふうな形で尻上がりに入所実数は増えているということで，現時点では24年度の 
計画の目標水準までは達しているというふうなことですので，需要は確実にある 
というふうに私どもは考えております。 

○Ｂ委員： 京北のところで居宅介護支援事業をされている事業所というのは，病院ではや 
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ってられないんですよね，京北病院自らはやってないんですよね。周囲の支援事 
業所とか事業とか，その辺の連携をより強めていただければ，恐らくその認知度 
というのはもっと上がってサービス利用につながると思いますので，その辺の努 
力も引き続き，今もされていると思いますけども，していただければ，今の数字 
を見ておりますと上がってくるんではないかなと思います。初年度大分半分ぐら 
いの数字ですけども，今のペースでいけばＡ評価でもいいし，確かにこの時点で 
の評価という意味では次年度は上がると思いますから，本年度はもう少し下のよ 
うな評価にして次年度上げていくというのも一つの方法かもしれません。数値と 
いうことを重視すれば，確かにＢではちょっとクエスチョンというところはあり 
ますですね。 

○Ｅ委員： すみません，関連でよろしゅうございますか。京北地域の場合は大変山，谷が 
いっぱいありますよね。ここに通所するときは各自で来られるんですか，その辺

の足の問題があるんじゃないかなというような気がします。それから，まず１つ

は足の問題と，それからなぜ10月の開所になったのかと，その辺がそこの原因み

たいなのは，初めからこれ４月の予定でと数値上げてらしたんですよね，じゃな

いんですか。 
○事務局： 当初から10月です。 
○Ｅ委員：  当初から。それなのに，これだけ大きい数字を上げておられたわけですか，そ 

の辺をちょっとお尋ねしたかったんですけども。 
○委員長： 今のＥ委員のご質問にお答えいただければと思いますけども。  
○事務局： 最初の送迎の問題ですけども，迎えと送りをやっております。送迎車２台を走 

らせまして，通所施設からおうちの軒先までお迎えに行って，また送りのほうも 
うちのスタッフが送るということでやっております。あと，事業実施が10月にな 
ったというのは，いろんな準備行為です。例えば，施設の工事関係や，スタッフ 
の確保にもちょっと時間を要しましたので，一応10月実施ということになりまし 
た。 

○Ｅ委員： ちょっと細かいことになって時間をとってはいけないんですけれど，スタッフ 
の確保が大変大きいということでしたけれども，この１日10人診られるようにな 
ったら，１人だったら大変だろうし，どれぐらいの人数がおられるのかなとこの 
数字を見てて思ったんです。直接あれじゃないんですけども，今後の問題として 
スタッフの確保が大きい，伸ばすにしても大変なご苦労をいただかんならんと思 
います。私はＢ評価でいいんじゃないかなとは思っております。 

○委員長： ありがとうございます。Ａ委員，いかがでしょう。 
○Ａ委員： 10月開始だったということで，当初，年度で2,400の２分の１という1,200人と 

いう目標設定と，そもそもこれがちょっと多少甘かったのかなというのが正直な 
感想でして，ただ，それはちょっとある程度，本当はもうちょっとなだらかに上 
がっていくような絵で，それこそ600とかぐらいの数字で出してたらたぶんそんな 
大きな問題にはならなかったのかなとは思うんですけど，ただ，そうはいっても， 
３月の168を単純に６倍しても1,008にしかならないんですね。要するに３月，あ 
る程度軌道に乗っているといっても，まだ当初年度の目標の例えば半年で1,200 
人というところは達成できてないというのが現実だと思います。ただ，そうはい 
っても，1,200に対する1,008なので，それほど大きなビハインドかといったら， 
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そういうわけでもないというところがあって，単純に1,008だけだったら僕はＢで 
いいなと思うんですけども，ただ，やっぱり立ち上げ等の甘さというところもあ 
れば，多少ネガティブなＢかなと。Ｃとまでは断言できることはないんですけれ 
ども，多少ちょっとＢ，心もとないなというような評価だなというふうに思いま 
す。 

○委員長： Ｂマイナスということですかね。ということで，ご意見を一通りいただきまし 
たが，いかがでございましょうか。 

○Ｂ委員： さっきのスタッフの確保は大変だと思うんですけど，どうなんですか，そのス 
タッフ，療法士さんとかの確保とか，その辺は。1,200が2,400になっても受け入 
れられるような確保水準になりますか，それは大丈夫，そのあたり。 

○法 人： 今，スタッフが理学療法士が１名，それと介護職員が２名です。一応こういう 
施設基準でいきましたら，もうこの３名で十分な体制なんですけども，事業を実 
施しております場所の面積から勘案いたしますと，今の10人程度というのが私ど 
もの施設ではマックスかなというふうには思っております。 

○法 人： リハビリの処理に十分の範囲からいいますと，10時から３時までフル稼働で， 
10人以上受けるともう休憩時間を削ったり，昼食の時間を削ったりしなければな

       らない。それこそちょっとそこにたまには食い込んだりというふうな実情を聞い

       てます。そういう意味では一人一人のデイケアという意味でのリハビリテーショ

       ン，これは非常に大事な項目ですけども，そういう意味では非常にきつくて，介

       護の方ももともと１名プラス相談員が１名いたはずだったんですが，今月からや

       っと介護の方もう１名見つかりまして，少し安心・安全度が高まったんではない

       かと思います。あと，10月開所なんですが，実際には10月末だったと思うんです。

       それと民間でもそうでしょうけども，これ最初からフル稼働という非常に甘過ぎ

       ると僕も思います。当然，尻上がりに上がっているわけですけども，それは一般

       の民間のデイケアの実情を聞きますと，非常に逆に僕はいい結果を残していると

       思いますし，３月末の時点で1,008ということでしたけども，今現在1,200人の値

       を達成する数の方が来られて非常にニーズの高い，職員も頑張っていると思いま

       す。 
○委員長： ありがとうございます。ということで，今現在は大体1,200を達成しているとい 

う話でございました。Ｄ委員，いかがですか。 
○Ｄ委員： 評価は，もちろん職員の働く意欲を高めるということもあるので，あまり悪い 

評価をすることはいいことではないかもしれませんが，皆さんのご意向に従って 
，どちらでも結構です。 

○委員長： Ｂマイナスなんだけども，出ちゃうのはＢということになってしまいますので， 
では，これもまた数字その他を含めて，なお一層の努力を期待するということで， 
先ほどと同じようにＢでよろしゅうございますでしょうか。 

○各委員： 異議なし 
○委員長： それでは，Ｂということでお願いいたします。 
○事務局： では続きまして，隣の27ページでございますが，医療・保健・福祉のネットワ 

ークの構築につきましてご審議を賜りたいと思います。 
○委員長： こちらＢ委員，Ｅ委員，お二方からご質問・コメントがございました。まず， 

Ｂ委員ですが，京北病院は診療報酬上の在宅療養支援病院としての届け出がなさ 
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れていないが，高い点数がとれるため，経営の改善というニーズも含め検討され 
たい。Ｅ委員からは，京北病院の地域と連携した取り組みがありがたい，こうい 
うコメントですが，法人側の説明は，在宅療養支援病院の届け出を行うための施 
設の一つに医師と２４時間いつでも連絡がとれ，対応できるというものがあるが， 
京北病院の現在の常勤医師の体制では当該基準を満たすことができず，届け出が 
できていないというのが現状であると，こういうお答えをいただきました。自己 
評価はＢということございます。このＢでよろしいかどうかということをまずＢ 
委員，Ｅ委員に伺いたいと思いますが，いかがでございますでしょうか。 

○Ｂ委員： この前説明をいただきまして，本当に在宅療養支援病院という，京北病院とい 
うのはまさにそれに当たると思うんですが，診療報酬の算定要件に当直医と，そ 
れから対応する医師は別でなければならないという要件がありまして，いろいろ 
先生のお話を聞きましたところ，それはやむを得ないかなという感を持ちました。 

       ただ，やはりそういう機能を発揮されてますので，将来的にはもし可能性があれ 
ば，それを目指していかれないと診療報酬的には非常にマイナスという面が大き 
いので，今京北のやっておられるコンセプトはまさに在宅療養支援病院であり， 
在宅医療支援拠点でありますので，別の観点で支援拠点という考え方も出てまい 
っておりますので，そちらを目指していただいて，それならば，ある程度人に対 
する，ドクターではなくて，連携する人に対しての手当も出るということを聞い 
ておりますので，次年度，もしそっちのほうで可能性があれば，また考えていた 
だければいいと思います。今の勤務医の先生方の状況を考えると，ちょっとそれ 
は私が言ってたことは難しいかなと思いますが，当然とれるべき，点数の国の算 
定の仕方がおかしいというか，厳し過ぎるかなという気がします。だから，残念 
ですけれども，これは仕方ないなと思っております。 

○委員長： わかりました。Ｅ委員はいかがでしょうか。 
○Ｅ委員： 評価としては私はＢでいいと思うんですけど，ちょっと私が言ったところの文 

章が，これは別になくてもいいと思うんですけれども，京北病院と地域の関係と 
いうのが協議会とか，いろんな協議がありますね。関係機関との連携をしてやっ 
ていただくことがありがたいというふうに申したのですけれども。 

○委員長： わかりました。それでは，文面を少し修正していただいて，京北病院と地域と 
の連携がうまくいけばありがたいと，こういうことで。 

○Ｅ委員： 今後，うまくいけばと。 
○委員長： このＢ評価でこちらもオーケーであると，こういうことでご回答をいただきま 

した。ありがとうございます。では，次へまいりましょう。 
○事務局： １枚めくっていただきまして28，29ページですけれども，地域の医療・保健・ 

福祉サービスの提供機関との連携の推進ということにつきましてご審議をお願い 
したいと思います。  

○委員長： こちらもお二方，Ｂ委員とＥ委員からご意見をいただいております。Ｂ員は， 
市立病院の地域連携機能の強化に向け，転院・退院調整に当たっては地域連携室 
の充実を図るとともに，連携室と病棟との連携を一層進めてもらいたい，こうい 
うご意見でございます。Ｅ委員からは，高齢になると慢性疾患が増えてくる。日 
ごろかかりつけ医のお世話になり，何かあれば市立病院で診てもらえるという連 
携を進めてもらえることは大変によいことであるというコメントをいただいてお 
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ります。これに対しては法人のコメントというのは。 
○事務局： 特にございませんでした。 
○委員長： はい。法人の評価はＢということでございますが，このＢでよろしいかという 

ことでご確認をお願いいたします。 
○Ｂ委員： これも私の要望みたいな形で意見を言わせてもらって，いや，本当に独法化さ 

れてから数も増やされたり，地域連携室の機能は向上していると思っております。 
ただ，この機能に関しては今後，本当に一層重要であるということで地域連携室 
が充実しても，それだけではやはり転院・退院調整ってなかなか難しい。病院全 
体で取り組まなければならないということはたぶんあると思いますので，今後こ 
の機能が重要であるという意味で一層お願いしたいという意味で発言したもので 
ございますので，Ｂ評価については全く異存ございません。 

○委員長： Ｅ委員，よろしいですか。 
○Ｅ委員： はい。 
○委員長： それでは，こちらはＢ評価ということで決定させていただきます。では次，お 

願いします。 
○事務局： 続きまして，１枚おめくりいただきまして30ページでございます。患者の視点， 

患者のニーズの優先についてご審議をいただきたいと思います。 
○委員長： こちらはＤ委員からコメント，質問でございますが，患者の待ち時間は短縮で 

きているか。患者のアンケートは「満足」と「やや満足」を合わせ90％となって 

いるが，「やや満足」には満足していないという意味合いも含まれていると思うが， 

そのあたりをどう評価しているのか，こういうご質問でございます。法人側から 

の説明は，待ち時間は全体平均で平成22年度は24分であったが，23年度は21分に 

減少している。しかし，予約の有無によりかなり差もあり，予約のない方の中に 
は１時間以上待っていただいているという例もあり，課題として認識している。 
患者アンケートは「満足」，「やや満足」という形でとっている。日本病院会が主 
催しているＱ１プロジェクトでは患者満足度調査を「満足」，「普通」，「不満足」 
といった形でわかりやすく評価するようになっている。この３区分であれば，ど 
れだけの方が「満足」とお答えいただけるか今後患者満足度調査の方法について 
も検討したいというお答えでございます。病院の自己評価がＢでございます。Ｄ 
委員，いかがでしょうか。 

○Ｄ委員： 結構だと思います。私がそのように言ったのは主催者が調査をする場合には， 
答えた人とその答えがわかるので割と高次にいいほうにつける傾向がありますの

で，どういうふうに自分が答えたかがわからないような形でとっていただけると

きちんとした評価が出るので，そのあたりを工夫されていただきたいというとこ

ろと，この待ち時間のところは，以前私が予約のない方を見たのかもしれません

けれども，五十何分というデータを見たような気がしたので，こんなに，20分で

すかね，24分が21分という形でかなり待ち時間としては短縮されているので，い

い方向にあると思います。Ｂで結構だと思います。 

○委員長： ありがとうございます。それでは，こちらもＢでよろしゅうございますか。で 
は，ご確認いただきました。ありがとうございます。Ｂということで。それでは， 
次，お願いいたします。 

○事務局： 続きまして，また１枚めくっていただきまして32ページから33ページまででご 
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ざいます。安全で安心できる医療の提供に関することについてご審議いただきた 
いと思います。 

○委員長： こちらはＤ委員からインシデント，アクシデントに係る報告は看護師だけでな 
く，医師からの報告も増えているかということでございますが，法人の説明    
では，看護師からの報告が大半を占めている。医師からの報告がなされるよう積      
極的に進めていきたい，こういうコメントでございました。病院の自己評価はＡ 
でございます。これでよろしゅうございますか，お伺いいたします。まず，Ｄ委 
員，コメントをお願いします。 

○Ｄ委員： インシデントの評価は，看護師が報告をするというケースがほとんどですので， 
医療機関には多くの医療専門家がおります。医師もそうですし，薬剤師もそうで 
すし，事務員もそうだと思いますので，多くの方がインシデントをきちんと報告 
をして，アクシデントにならないような対策をきちんと図っていただければと思 
っています。この目標値よりもはるかにインシデントが増え，アクシデントは減 
っているのでＡという評価をされておられますので，これはこれで結構かなと思 
います。 

○委員長： ということですが，ほかの方々はこれでよろしいでしょうか。では，こちらは 
Ａということで確定させていただきます。 

○事務局： 続きまして，少し飛びますが，42ページをお開きいただけますでしょうか。医 
療専門職の確保とその効率的な活用という項目の中の医師という部分についてご 
審議を賜りたいと思ってます。 

○委員長： こちらはＣ委員からのご質問でございます。医師が13名増加しているが，給与 
費総額は上がっていない。研修医等の給与が安い人員増によるものなのかという 
ご質問ですが，法人の説明では，総額としては減少しているが，従前の市直営時 
代に負担していた共済追加費用及び基礎年金拠出金４億円が独法化により負担の 
必要がなくなったことを考慮に入れると，職員数が増加した分，人件費は増加し 
ている。給与費の安い医師に頼って医師数を増加させているということはない。 
なお，給与単価は変わっていないが，処遇改善のため救急勤務医手当の新設等を 
行っている，こういう説明でございます。病院の評価がＢでございますが，Ｃ委 
員，こういうことでよろしゅうございますでしょうか。 

○Ｃ委員： 私はこの意見を述べたのは２つ理由があるんですね。１つは，市立病院の医師 
の給与は全国でも自治体病院の中で最低だというのを十数年前に聞きました。だ 
から，京都のど真ん中にありながら，あまり京大や府立医大の医者が行きたがら 
ない。今は改善されてるのかちょっとわかりませんが，それが１つですね。それ 
と，この今いろんな財務指標を見せていただくと大変業績がよくて，立派な財政 
内容だろうと思うんですけども，一方で，医療が崩壊してる地域や病院が結構あ 
るわけですね。その医療が崩壊したところの一番大きな原因は何か言うと，その 
経営が悪いかどうかというんでないんです。内部でうまくいかなくて医者が一挙 
に大量にやめると，そういうことで病院が崩壊するということなんですよ。経営 
が悪いから崩壊したいうのはほとんどないんですよね。その例が，個別に言って 
悪いかもしれませんけど，○○市民病院なんですよね。だから，経営ももちろん 
大事なんですけど，内部の体制，みんなのチーム医療がうまくいくようなことに 
配慮していただきたいと。今はうまいこといってるか，うまいこといってないか 
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知りませんけど，財務内容だけで評価したらちょっと問題ある場合もありますよ 
と。というのは，やっぱり医療というのは忙しい，それから前も言ったと思いま 
すけど，いくらでも人を雇って24時間営業でもうぼんぼん物をつくって，売れる 
ときにはどんどん売って稼ぐというわけにはいかないんですね。やっぱりほとん 
どが免許のある人ですから，人材はそんなに急に集まらないんですね。そんな中 
で，13人増やしてきているというのは非常に評価することなんですけど，一方で 
は，過労や疲弊とか，あるいは中でのチームワークの乱れによる組織の崩壊とい 
うほうが最も心配されるという意味でこの意見を述べさせていただきます。これ 
はＢでいいでしょう。 

○委員長： 若干コメントをいただきたいと思うんですが，いかがでしょうか。 
○法 人： 私のほうから少し意見を述べさせていただきます。Ｃ委員のおっしゃるとおり 

なんですね。確かに，京都市立病院について，私も長い間外から見ておりまして， 
全国自治体病院協議会の，その当時，約千の病院がございましたけれども，従前 
京都市立病院というのはその千の病院の中の下から２番目でございました。現在 
は，逆に言うと，上位のほうに入るまで処遇改善は進んできたと思っております。 
京都市内の主たる規模の病院に比べても遜色のない水準にまで上がった。それか 
らもう一つは，ここには救急勤務医手当というようなものを書いてございますけ 
ども，例えば国際学会等への海外への出張旅費等の支援，あるいは現在準備を進 
めておりますけれども，在籍したままでも海外留学支援等，あるいは専門医の資 
格維持に係る経費等の負担，こういったような取り組みを進めておりまして，そ 
ういった意味では女性医師に対する支援と同時に，医師全体としてのワークライ 
フバランスの維持にかかるこういったような手当は現在進めているところでござ 
います。そういった意味では，以前の京都市立病院に対する評価とは若干変わっ 
てきているなというふうに思っておりますけれども，まだまだ私，地域医療を支 
える医師というのは，もっと手厚くされてもいいんではないかと思っております 
ので，今後もそういった点は努力をしてまいりたいと思っております。以上でご 
ざいます。 

○委員長： ありがとうございます。コメントをいただきました。それでは，ここはＢ評価 
で確定させていただいてよろしゅうございますか。 

  ○各委員： 異議なし 
○委員長： はい，ありがとうございます。では，次お願いします。 
○事務局： では続きまして，１枚おめくりいただきまして，44ページでございます。次は， 

職員給与の原則についてご審議をいただきたいと思います。なお，右側の前回の 
委員会でのコメントでございますが，後ほどご審議いただきますが，医師に関す 
る部分と同じ内容でございます。この項目につきましては，先ほどは医師に関す 
る部分だったんですけれども，今回は職員給与の原則ということで，すべての職 
種にかかわる部分でございます。 

○委員長： すべての職種にかかわることで，Ｃ委員のご質問に関して法人の説明として書 
いてあるとおりでございますけども，評価はＢということでございます。このＢ 
評価でよろしいかどうかということでお願いいたします。よろしゅうございます 
でしょうか。 

○各委員： 異議なし 
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○委員長： それでは，Ｂ評価で確定させていただきます。 
○事務局： それでは，お隣のページ45ページでございます。専門知識の向上に関しまして 

次にご審議いただきたいと思います。 
○委員長： こちらは法人の説明が行われています。年度計画に記載のいずれの項目につい 

ても順調な成果を上げているが，認定看護師等の養成による個々の職員の専門性 
の向上を広く病院全体の看護の質の向上につなげるため，なお一層取り組む必要 
があるということでございます。Ｂということでございます。Ｂ評価で確定して 
よろしいかどうかをお願いいたします。よろしゅうございますでしょうか。 

  ○各委員： 異議なし 
  ○委員長： では，Ｂで確定させていただきます。 

○事務局： 続きまして，48ページをお願いいたします。人事評価についてでございます。 
○委員長： 人事評価に関しましては法人の説明がございます。法人全体を対象とした評価 

の実施にまで至っていないという点を考慮し，自己評価をＣとしたということで 
ございます。このＣ評価で確定してよろしいかどうかということでございますが。 

○Ｃ委員： 先ほど申しましたように，病院の職員はそれぞれ医師免許，看護師免許，リハ 
ビリの免許等いろいろとありまして，数で評価するのか質で評価するのか，なか 
なか難しいところがあります。それとまた，それだけの人数を確保するのにあま 
り悪い評価をつけるとやめてしまうんですね。そういうところで，もう評価がも 
のすごく難しいんですね。一律平均的な評価をつけるということになりがちなん 
ですけども，こういう評価の困難さを考えればＢでもいいかなという気がします 
けど，またもっといい方法で評価しようということなら，ちょっと今回はＣにし 
といて，次をねらうということでもいいかなと思います。 

○委員長： Ｂ委員，お願いします。 
○Ｂ委員： 私もこの評価の中身がちょっと，法人全体という中身がちょっとわからないの     

で，どのようにしていいかというのは難しいですが，ここだけ急にＣというのも， 
全体に上がっているというふうに考えますのでＢでいいというふうに思います。 

○法 人： 若干つけ加えさせていただきますと，そもそも法人全体の職員に至っていない 
一番大きな部分というのは，例えば医療技術職員というか，看護師を中心とした 
専門職については，以前から目標管理等の設定をいたしましての評価というのは 
内部的には既に行われているわけでございます。ただ，京都市直営時代というの 
は京都市の制度に基づいた人事評価制度でございますので，それが一部の管理職 
員と一部の職種に限られていたという，これを全体に広げることにまでに至っ 
ていないという，こういった点でございます。これは公務員の独特の部分でござ 
います。それを若干引きずっている部分があるということでございます。 

○Ｄ委員： このあたりの中期計画，年度計画では数値目標が出ていないので評価が行いに

くいというところはあるのですが，法人全職員というか，何年までにどういう職

員をという形がもうちょっと明確に年度計画，中期計画に反映していく形の計画

にしないと，これだけで評価するというのはなかなか難しいと思います。病院長

の高い理想を私はよく知っているつもりですけれども，Ｂでいいかなというふう

には思います。 
○委員長： なかなか多数決というわけにもいきませんのであれなんですが，いかがでしょ 

うか。またお一方ずつお伺いしていきますが，今度はＡ委員からいかがでしょう 
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か。 
○Ａ委員： 正直，これＣと断言するものは実はなくて，非常に読みづらいところがあって， 

特に制度の問題なので一朝一夕ですべてが完成するわけでもなく，やっていく過 
程で１つができたとしても，全体としてはまだまだ不完全だということもよくあ 
ることだとは思うので，もう少しアピールしていただけると，もうちょっと判断 
がしやすいというところもあるんですけども，そのあたりってどうでしょうか。 

○委員長： いかがでしょうか。 
○法 人： １つには，課題の一つとしましては，Ｄ委員も先ほど少し触れられた部分でご

ざいますけれども，全体がプロパー職員ではないという部分もございます。市か

らの派遣職員もございますので，そういった職員については本来の派遣元である

京都市の人事評価制度に基づかないといけない部分もございます。法人としてで

きる部分，それからできない部分，こういった部分がございますので，法人とし

てできる部分からしっかりと報告を，これも法人の制度として定着をさせていき

たいと，そういうふうに考えております。 
○委員長： Ｂ委員，いかがでしょうか。 
○Ｂ委員： あえてＣにされているということで，今のお話を聞いていますと，法人として 

できる部分について，つまりできない部分はあると，病院の中にですね。できる 
部分については今後やっていきたいということで，それがまだ不完全であるとい 
うことでＣという評価だと思いますので，独法化されてここは非常に大きな目標 
というか，部分でありますので，私はＣ評価をされているというところはそのイ 
メージを重視してＣ評価でいっていただければどうかなと思います。 

○委員長： それでは，Ｅ委員。 
○Ｅ委員： 今と同じＣで，将来全体に今おっしゃったように，全体がまだ見られない中で， 

今のプロパーと，それからいろんな職種の方がおられる，その中で将来１つの病 
院として全体を見れるようなシステムができることを目標としておられると思う 
ので，今は現場でＣというふうに判断しておられたら，私もそれでいいんじゃな 
いかというふうに思います。 

○委員長： 理事長が戦略的な意味合いを込めてＣにしたいという強いご意思のようでござ 
いますので，こちらはＣということでよろしゅうございますでしょうか。 

○各委員： 異議なし 
○委員長： はい，それではＣで確定させていただきます。 
○事務局： 続きまして，隣のページでございます。49ページの職員満足度の向上によるサ 

ービスの質の向上につきましてご審議を賜りたいと思います。 
○委員長： こちらは，先週はＣ委員，Ｄ委員からご質問がありました。Ｃ委員のほうは， 

業績が上がっているが，病院の職員の疲弊につながらないよう仕事の量や内容， 
やりがい，職員のチームワーク等にも留意されたいという，これはご意見でござ 
います。それから，Ｄ委員は，育児短時間勤務制度はぜひ看護師にも適用してほ 
しいと，これもまたご意見でございまして，これに対して法人のご説明ですが， 
職員が仕事に誇りを持ち，働きがいを感じることができるよう職員満足度を高め 
る職場環境づくりに取り組んでいる。ワークライフバランスの維持に関し，医師， 
歯科医師を対象に育児短時間勤務制度導入するなどしており，職員満足度の向上 
については法人としても重視して取り組みを進めていきたい。育児短時間勤務制
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度の看護師への導入は中期計画にも位置づけており，その実現に向け検討を進め

たい，こういうご説明でございました。法人の自己評価はＢでございます。この

Ｂでよろしいかどうかのご判断をお願いいたします。いかがでしょうか。 
○Ｃ委員： ワークライフバランスというのも職場環境もいろんなところで言われてるんで 

すけども，病院で難しいのはやはり看護師さんですね。看護師さんの夜勤です。 
40才超えて夜勤をやるのがだんだん困難になってくるわけですね。そしたら，い 
ろんな配慮をしてやるイメージでとか，あるいは子育てで短時間労働というのが 
非常に社会に対して優しい施策とするんですけども，一方では，これをみんなが 
協力してやっていこうという思いにしないと，そんな楽をして稼げるんやったら， 
私ももう夜勤やめようとか，あるいは短時間労働でやろうとか，どうしても楽な 
ほう，楽なほうへいく人が中にはいるわけですね。もちろん，それはそんなこと 
は私は頑張ってやるよという人も大変多いんですけども，そういう雰囲気になり 
ますと，要するにガバナンスのバランス崩れるわけですね。だからそこらのガバ 
ナンスバランスというか，それをしっかりしたものにしないと，医師だけでなく， 
看護師だけでなく，例えばほかの職員も同じ環境で働いているわけですから，子 
育てのときには短時間労働したりというのがありますから全職種に僕は当然適用 
すべきと思うんですけどね。何かそれを頑張っている人があほらしくなるような 
ことにならないように気をつけてやっていただきたいと思いますが，大変困難な 
ことであります。評価として，ここはＢでいいと思います。 

○法 人： 法人になりまして，一般事業主としての行動計画を策定しております。やはり 
子育てに関する支援等を含めた，こういった一時期弱い立場，仕事をする者にと 
って弱い立場になる時期というのはしっかりと私ども支援をしていきたいと思っ 
ております。一方で，先ほど人材育成あるいは人事評価の中でも出てまいりまし 
たけれども，頑張っている人をどう評価してやりがいを持たしていくか，これが 
人事評価の中でもこれからしっかりと進めていきたい部分の一つでございます。

ワークライフバランスというのは，これは弱者救済のためだけではなくて，頑張

っている人に対してのワークライフバランスもございますので，こういった点に

ついても十分，Ａ委員おっしゃるように，一部の人だけがとそういうふうになら

ないようには今後しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。 
○Ｄ委員： 看護師にもこのような制度を適用してほしいという意見ですけれども，ちょっ

と言葉が足りなかったのですが，導入する予定であるというのは書かれていたの

で，それは知っていますけれども，何年から導入という明確なものがなかったの

で，そのあたりを知りたいと思ってご質問をした経緯があります。先ほどもＣ委

員もおっしゃって，それからまた内藤院長もおっしゃっていらっしゃいますけれ

ども，当然，看護師は夜勤がございますので育児や介護などを必要とする時期の

短時間正職員制度，それから夜勤免除とか，そのあたりは当然あると思いますけ

れども，その分だれかが負担するわけですので，そういう方たちをきちんと見て

あげて，正しい評価をしてあげるというのと，それから今は夜勤を平均回数より

も多くすると，通常の夜勤手当だけではなくて，平均よりも多くした回数分の夜

勤手当を増していくというような様々な工夫をしている施設もございますので，

よく調べていただいて，市立病院がこれだったら取り入れられるという制度を工

夫して頂いてあまり夜勤回数を多くするのはいけないと思いますけれども，積極
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的に夜勤をしていただけるような、そういう人たちもきちんと見てあげられるよ

うな制度をぜひ導入していただきたいと思います。 
○委員長： というご意見が出ていますので，そのあたりを重視してということを宿題にし 

ながら，法人の自己評価Ｂ，これで確定してよろしゅうございますでしょうか。 
  ○各委員： 異議なし 

○委員長： ありがとうございます。 
○事務局： 続きまして，あらかじめセレクトをさせていただいた13項目の最後でございま 

す。52ページと53ページにわたりまして書いてございます収益の確保という項目 
につきましてご審議いただきたいと思います。 

○委員長： こちらは，先週は委員お三方からご質問，コメントがございました。まず，Ｂ 
委員からは，法人全体で５億700万円の単年度黒字になり，市立病院，京北病院と 
も経営を改善されており，評価に値するべき数字である，これはご意見でござい 
ます。Ａ委員からは，組織に根本的な変更が生じた中，業績を上げることは一般 
の事業会社でも難しい。今回，新館整備による業務提供上の制約がある中でいい 
数字が出ており，努力がうかがわれる。自己評価Ｂは京北の目標数値の未達成を 
考慮したとのことだが，全体から見れば評価Ａでよいのではないかというご意見 
でございます。そして，Ｅ委員からは大変努力されていることが数字からもうか 
がえる。２年後，３年後の反動といったものはないか心配はある。今後に向けて 
も現在の努力が続くよう頑張ってもらいたい，こういう質問，またご意見でござ 
います。Ａ委員のほうからは評価はＡでもよいではないかというご意見をいただ 
きました。法人の自己評価はＢでございますが，いかがでしょうか。このまま法 
人の自己評価どおりにＢでいくか，もしくはＡ委員のおっしゃるようにＡでもよ 
いのではないかという，こういうあたりでございますが。 

○Ｃ委員： 予想だにしなかったいい業績ですから，僕はＡでいいんじゃないかと思います。 
○委員長： ほかの委員からも伺いたいと思いますが，Ｄ委員，いかがでしょうか。 
○Ｄ委員： 大変良い数字だと思いますので，私もＡでいいと思います。 
○委員長： Ｅ委員，いかがでしょうか。 
○Ｅ委員： 大変いい数字は出ているんですけれども，やっぱり将来を見たとき，この数字 

を維持していくのは大変ですし，こういう利益率を出すということ，その辺のと 
ころがやっぱり反動が怖いなというのがすごくあります。でも，数からいうと皆 
さんＡのようですけど，私はＢのほうが将来を見据えたときはいいんじゃないか， 
よい努力目標として頑張っていただきたいなというふうに思います。 

○委員長： Ｂ委員，いかがでしょうか。 
○Ｂ委員： 数字からすれば，かなり目標を上回っているということでＡでもいいとは思い 

ますが，いろいろな環境としては非常に恵まれた中での病院経営ということです 
ので，そういう点を考えますとＢでもと思いますが，収益の確保という意味で純 
粋に評価すればＡでもいいかなとは思います。 

○委員長： かなりＡの方が多うございまして，これは法人の自己評価がＢで，委員会がＡ 
という，これはあり得る話でございまして，大阪の府立大学の府立病院の評価の 
ときもやっぱり初年度は結構業績が改善しましたので，Ａということで評価して 
おりました。翌年度もその次もずっとＡで，病院側はＡつけるのは嫌だとは抵抗 
されましたんですが，やっぱり当事者としてはあまり評価がよ過ぎると次年度以 



- 16 - 
 

降・・・。 
○Ｅ委員： しんどいと思います。 
○委員長： しんどいという，おっしゃるとおりでございますが，委員の方々はＡが多うご 

ざいますので，よろしゅうございますか。 
○Ｅ委員： はい，結構です。 
○委員長： それでは，ここは病院側はＢでございますが，委員会としてはＡということで 

ございます。以上，小項目については終わります。 
○事務局： 主要項目以外につきまして，特に変更点とか，もしご意見ございましたら。 
○委員長： ほかの部分の小項目でご意見あるいは変更したほうがいいというご意見がござ 

いましたら伺いたいと思いますが，いかがでございますでしょうか。よろしゅう 
ございますでしょうか。Ｅ委員，何かございませんでしょうか。  

○Ｅ委員： 見てきた中で，あまり医学のほうの具体的なことはわからないんですけど，書 
いたこの書類から見ると，第２のところの３で医療専門職の確保とその効率的な 
活用のところで大変改善されて，努力されているというのが文字づらではわかり 
ます。その辺がこの文章からすると，何かＡでもいいんじゃないかなというよう 
な気がして，再度読み直してみたら，そんなふうに思いました。でも，Ｃ委員が 
おっしゃってたことを考えると，結構，文章面では充実しているけど，具体的に 
はって何かちょっとまだ時間がかかるんじゃないかというふうにおっしゃったの 
で，その辺はどうなのかなという気がしました。 

○委員長： いかがでございますか。法人に一回お聞きしたほうがよろしゅうございますで 
しょうか。 

○法 人： まだ道半ばでございます。と申しますのは，先ほどＣ委員からもご指摘ござい

ましたけれども，医師の体制もそうなんですけども，市立病院が果たすべき市民

に提供する医療をできるそういった人材の確保，あるいは高度な医療に対応でき

る看護職員あるいはリハビリ職員等ですね，そういったバランスのとれた職員の

体制に至るまでにはまだまだ時間が私はかかると思っております。そういった意

味では，やはりここで掲げておりますそういった市立病院の提供する医療，それ

を支えるバランスのとれた人材の構成ということには，まだ道半ばということで

ございます。 
○委員長： ありがとうございました。 
○Ｅ委員： すみません，ちょっと私その辺が具体的にあまり理解ができてなかったんです 

けれども，ただ，この中でわからなかったのが勤務年数というんですか，だから 
案外，先ほどの給料問題，待遇問題とか何かいろいろあるから短期間でおやめに 
なられるので定着されない部分というのが多いのかな，この数字ではちょっとわ 
からないんですけど，文字づらを見てると大変今から充実していくという意気込 
みが見えてましたのでＡでもいいのかなとかと思ってたんです。けれど，今お話 
を皆さんからお聞きしてやっぱりＢでよかったと思いました。すみません。 

○委員長： いえいえ。大事に評価をさせていただきたいと思います，ありがとうございま 
す。では，よろしゅうございますでしょうか。はい，ありがとうございました。 

       それでは，５分ほど休憩に入らせていただきますので，よろしくお願いします。 
 
― 休憩 ― 
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○委員長： それでは，大項目の審議に入らせていただきます。小項目が確定いたしました 

ので，ある程度自動的に大項目が決まってまいります。では，事務局，よろしく 
お願いします。 

○事務局： それでは，１項目ずつお願いしたいと思います。大項目につきましては全部で 
４つございます。初めに，第１「市民に対して提供するサービス，その他の業務 
の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置」という大項目についてご 
審議をいただきたいというふうに思います。（２）のところですけれども，下のほ 
うでございますけれども，先ほどの小項目評価の結果でございます。ＡまたＢの 
みで構成される場合には仮に評価４と位置づけるということにしておりますので， 
（１）のところですけれども，評価４，「計画どおり進んでいる」と入れさせてい 
ただいております。こちらにつきまして，これでよろしいかどうかご確認をいた 
だきたいと思います。 

○委員長： よろしゅうございますか。では，これでお願いします。 
○事務局： よろしゅうございますか。 
○委員長： はい。 
○事務局： はい，ありがとうございます。続きまして，２つ目の大項目でございます。「業 

務運営の改善及び効率化に関する目標を達するためとるべき措置」という項目で 
ございます。小項目評価の結果でございますが，ＡまたはＢの小項目の割合がお 
おむね９割以上の項目につきましては，評価３に仮に位置づけることとしており 
ます。こちらにつきましては，Ｃ項目がございますので，そのＣの割合が１割未 
満ということで，（１）の評価につきましては３，「おおむね計画どおり進んでい 
る」ということで位置づけております。この点につきましてご審議をお願いした 
いと思います。 

○委員長： いかがでございますでしょうか。よろしいでしょうか。 
  ○各委員： 異議なし 

○事務局： はい，ありがとうございます。それでは続きまして，３番目でございます。「財 
務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置」という項目についてで 
ございます。小項目につきましては，いずれもＡまたはＢで構成されております 
ので，評価につきましても，４「計画どおり進んでいる」という位置づけを仮に 
させていただいております。この点につきましてご審議をお願いいたします。 

○委員長： これはよろしゅうございますか。 
  ○各委員： 異議なし 

○委員長： はい，では，これもこのとおりで。 
○事務局： はい，ありがとうございます。それでは，最後の項目になります。「その他業務 

運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置」という項目でございます。

こちらにつきましても，小項目につきましてはＡまたはＢで構成されております

ので，評価については４「計画どおり進んでいる」ということで仮に位置づけて

おります。この点につきましてご審議をお願いいたします。 
○委員長： よろしゅうございますか。 

  ○各委員： 異議なし 
○委員長： はい。では，これで。ありがとうございます。大項目が終わりましたので，最 
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後に全体評価について審議をいたします。事務局からご説明をお願いします。 
○事務局： それでは，資料２の２ページのほうをご覧いただけますでしょうか。スクリー 

ンのほうをご覧いただけますでしょうか。大項目評価をただいま確定していただ 
きましたので，ご覧のとおり２番目のところですけれども，記入させていただい 
ております。これを踏まえまして全体的に，全体としまして現在の進捗状況が中 
期計画，それから年度計画の達成に向けて大体どれぐらいの進捗状況になるのか 
という点につきましてご意見を賜ればと思います。１番上の評価結果（総括）の 
ところですけれども，こちらにつきましては，またその意見を踏まえて，別途文 
案を作成して，後日に確認をさせていただきたいというふうに思っております。 

○委員長： それでは，全体評価，通信簿でいえば担任の先生が書かれるような文でござい

       ますけれども，それの材料になるようなご意見を賜ればと思いますが，いかがで 
ございますでしょうか。基本的には，今の大項目評価をご覧いただければおわか 
りなので，大体計画どおりに進んでいるということで，１点だけＣがございまし 
たが，それは病院長の強いご意思でございましたので，そこのところはまた評価 
というよりむしろご意思ということでございますので，そのあたりはまた別途書 
きぶりを工夫していただくということで，それから小項目で２つほど宿題のよう 
なものもございましたので，その部分も少し全体評価の総括の部分で文面を工夫 
させていただければと思います。各委員の皆様，コメント，その他ございますで 
しょうか。基本は，もう先ほど小項目評価，先週にご議論があり，今日また議論 
していただいた部分にかなり重要なご意見がいくつかございましたので，そのあ 
たりも踏まえて文章で書かせていただくということで，ただ，あまり長々と書く 
ところではございませんので，その辺の書きぶりをかなり工夫いたしまして，ご 
相談の上ですね，事務局文案の上で公表というところで考えさせていただくとい 
うことでございます。また，文章ができましたら，委員の皆様にもご確認をお願 
いするということでございます。よろしゅうございますでしょうか。はい，では 
ありがとうございます。今，申し上げたような形で全体評価，それから総括のほ 
うを進めさせていただきたいというふうに考えております。若干時間がまだござ 
いますから，何かご意見あるいはもう一度振り返ってみて，ここのところという 
ところはございますでしょうか。そういうのがございましたら，また今の全体の 
評価もしくは総括の部分でまた書く材料として議論させていただきます。いかが 
でしょうか。 

○Ｃ委員： 京北病院のデイサービスですね。あれはやはり100％というのはどこの施設も難 
しいですよ。ある程度目標を決めて，受け入れ人数を決めます。ところが，利用 
者が病気で今日は行けないとか，何かほかの病院で受診をしなければいけないの 
で，それと重なって行けないとかいうんで目標の90％もあればいいほうなんです 
よね。だから，あれが100％というのはあり得ないんです。そういうことも考慮し 
て，また評価をしていただくと。 

○委員長： ありがとうございます。はい，どうぞ。 
○Ａ委員： 次の計画に当たって，またちょっとご検討いただけたらなと思うのが，運営費 

交付金，今回実は16％以上下がってるんですね，前年と比べて。これってやっぱ 
りそもそも独法化した意味合いからすると，運営費交付金が下がってくるという 
のは非常にいいこと，非常に評価すべきことだと思うんですけども，そこに対す 
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る実は数値目標ってあえて入れなかったという部分もあるのかもしれないんです 
が，本当はＡ評価なんなりというのをしたいところなんですけど，どういうふう 
にしていいのかというのがちょっと微妙に難しくですね，なので，結果的にＢ評 
価で終わったというところがあるんですけれども，やはりこれだけ医業収益も向 
上させられて，運営費負担金というのが減少してるというのは，本来だと効果・ 
目的でもあったところもあると思うんで，このあたりをまた次の年度計画の中で，

１つ数値目標というか，何かしらちょっと評価のしやすい，やはりそこが下がる 
というのは市民の方々にとっても本当にいいことだと思うので，そこについても 
う少ししっかり評価というか，下がった分については高く評価をしたいなと思い 
ますので，またご検討いただけたらなというふうに思います。 

○委員長： それはここに書けばよろしいんじゃないかと思いますね。またそれが宿題とい 
いますか，評価の宿題でございますので。ありがとうございます。 

○Ｅ委員： 中期計画４年間ということですけど，来年度実際に25年から新しいところが建 
ったときに果たして今の体制をずっと維持できるのか，その辺が予測がつかない 
部分というのはあるんじゃないかなというふうに思うんですけど，その辺どうな 
んでしょうか。だからあまりにも市からの助成金みたいなものを削ってしまう， 
評価としてはいいんですけども，予算なんかだと一回削られるとなかなか……こ 
れは別なんですか，全然。足りなかったらいただけるんですか，その辺がちょっ 
とシステムとしてわからないので。 

○事務局： その点につきましては，例えば救急医療とか，そういった周産期医療をやって 
いる部分につきましては，業績，つまり原資補てんという考え方でやってますの

で。   
○Ｅ委員： 年度内にちゃんといただけるわけですか。 
○事務局： 次年度で調整することになります。 
○Ｅ委員： その辺がどうなのかなという。 
○法 人： １つには運営費交付金に対する考え方でございますけれども，当然私ども自治 

体病院でございますので，この評価の中でも，まず第１の項目で掲げられた京都 
市立病院の提供する医療の中身，つまり果たすべき役割ということがございます。 
これに対しては総務省で示しておりますように，ある一定の自治体病院に対する 
繰出基準というものがございます。この基準というのが１つのベースになると思 
っております。京都市の場合には独自にそれにプラスアルファ部分がございます 
ので，こういった点については，やはりしっかりと精査をしてまいりたいと思い 
ます。それから，一方で，そういった運営費交付金が全くなくなる医療提供とい 
うのは，私は自治体病院としてはあり得ないと思っております。逆に運営費交付 
金を必要としない収支になるようであれば，自治体が運営する必要がない病院と 
いうことも言えるかと思っておりますもので，そういった意味では市立病院が市 
民に提供する医療をどういうふうに考えているかということになってまいります。 
したがって，いわゆる政策的医療，それから不採算の医療，こういったものは，

私どもがしっかりと京都市民に提供していきたいと思います。それから，ただい

まのもう一点でございますけれども，来年度以降ということになりますけれども， 
現在建築中の建物をこの年末にはおおむね完成をいたしまして，来年３月，４月 
頃には運用を開始できることになりますけれども，平成25年度につきましては，
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それからおよそ年内いっぱい，25年いっぱいをかけて本館の改修工事をいたしま

すので，本格的に病院機能を発揮できるのは平成26年度になろうかと思います。

したがいまして，その時期一時的ではございますけども，除却損等も発生します

ので，そのときの財務内容をしっかりと，ここを維持できるような，そういった

運営を心がけたいと考えております。そういった意味では，一概に運営交付金を

減らす，ただ減らすということにはならないかと私は考えております。 

○委員長： ありがとうございます。よろしゅうございますね，これは。それでは，各項目 
の最終文書の文案については，私にご一任いただくということでよろしゅうござ 
いますでしょうか。ありがとうございます。それでは，私と事務局で相談の上， 
文書を作成いたします。事務局から皆様に個別にご確認いただきまして，最終当 
委員会の報告書としたいと思います。 

  
【３ その他】 

・ 事務局から評価結果報告書の取りまとめ等について説明 

 
【４ 閉 会】 


